
令和７ 年度第２ 回山形市動物愛護推進協議会 

 

日 時： 令和８ 年３ 月３ 日（ 火）      

午後２ 時０ ０ 分～        

場 所： 動物愛護センタ ー 多目的ルーム 

 

 

次  第 

 

 １  開  会 

 

 

 ２  健康医療部長あいさ つ 

 

 

 ３  報告事項 

  ⑴ 令和７ 年度事業の状況について     資料１  

 

  ⑵ 山形市動物愛護推進員について     資料２  

 

 

 ４  協議事項 

  ⑴ 令和８ 年度「 山形市動物愛護絵画コ ンテスト 」 について  資料３  

 

 

 ５  そ の 他 

 

 

 ６  閉  会 
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令和７年度事業について 

 

１ 犬・猫の収容、返還、譲渡、処分の状況 

 ⑴ 収容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 返還、譲渡 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 処分 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

単位：頭

種別 根拠法令 事務の種別

引取り 0 0 0 1 1 1 2

負傷動物保護 0 0 0 0 0 0 0

狂犬病予防法
山形市動物の愛護及び
管理に関する条例

捕獲 8 19 9 13 16 17 17

8 19 9 14 17 18 19

引取り 44 2 40 30 16 26 42

負傷動物保護 67 86 97 156 93 98 49

111 88 137 186 109 124 91

119 107 146 200 126 142 110

令和２年度 令和元年度令和６年度
区分

令和５年度 令和４年度 令和３年度
令和７年度
(1月末時点)

合計

犬

動物の愛護及び管理に
関する法律

小計

猫

動物の愛護及び管理に
関する法律

小計

単位：頭

種別 根拠法令 事務の種別

返還 8 19 8 13 14 14 14

譲渡 0 0 1 1 2 4 4

8 19 9 14 16 18 18

返還 3 6 3 1 1 4 2

譲渡 73 72 90 142 86 84 52

76 78 93 143 87 88 54

84 97 102 157 103 106 72

猫

山形市動物の愛護及び
管理に関する条例

小計

合計

令和元年度

犬

山形市動物の愛護及び
管理に関する条例

小計

区分
令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度令和６年度

令和７年度
(1月末時点)

単位：頭

種別 根拠法令 事務の種別

譲渡不適(注１) 0 0 0 0 0 0 0

収容中死亡 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0

譲渡不適(注１) 6 11 6 3 4 13 24

収容中死亡 17 22 33 22 18 17 7

23 33 39 25 22 30 31

23 33 40 26 22 30 31

（注１）譲渡不適：治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等のため、致死処分を行ったもの。

令和元年度
区分

令和５年度令和６年度

合計

令和４年度 令和３年度 令和２年度

狂犬病予防法

動物の愛護及び管理に
関する法律

犬

小計

猫

小計

令和７年度
(1月末時点)
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 ⑷ 処分保留数（センターに保護されている動物の頭数） 

   

 

 

 

 

 

２ 犬・猫の苦情・相談件数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 犬の登録、狂犬病予防注射実施状況 

  

 

 

 

 

 

 

単位：頭

区分
令和７年度
(1月末時点)

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

犬 0 0 0 1 2 1 1

猫 24 12 35 30 12 12 6

単位：件

種別
0 0 1 2 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0
27 31 41 27 40 52 54
0 0 2 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0
8 6 13 27 29 4 3
5 11 14 11 7 7 5
2 4 4 2 2 1 8
3 5 6 18 14 8 13
36 42 35 45 100 82 98

（内訳） 飼い犬に関すること 8 9 4 9 16 20 13
譲渡希望／飼い主探し 9 9 7 12 29 34 53

咬傷事故 7 9 8 10 9 11 13
その他 12 15 16 14 46 17 19

81 99 117 133 193 154 185
72 76 90 129 87 94 59
1 3 3 0 2 5 1
20 20 23 22 31 18 36
6 3 6 9 11 8 8
4 8 7 9 11 9 11
32 60 44 64 70 47 73
0 1 2 2 4 6 2
2 2 3 6 3 5 3
43 49 20 93 117 124 184
246 368 417 230 410 337 353

（内訳） 飼い猫に関すること 8 8 8 11 23 19 23
野良猫に関すること（エサやり含む） 122 196 178 96 114 87 129

譲渡希望／飼い主探し 37 75 82 55 160 117 145
不妊・去勢手術費補助金 22 52 69 36 - -

その他 57 37 80 32 113 114 56
426 590 615 564 746 653 730
507 689 732 697 939 807 915

※猫のトラブルに関する相談件数 230 342 286 301 363 309 447

令和２年度 令和元年度
相談の種別

犬

負傷
財産等被害

区分
令和４年度 令和３年度令和５年度

小計

令和６年度
令和７年度
(1月末時点)

猫

負傷

小計
合計

放し飼い・逸走
捨て犬
多頭飼育
糞尿・悪臭
鳴き声
虐待

鳴き声
虐待
引取り
その他

引取り
その他

財産等被害
放し飼い・逸走
捨て猫
多頭飼育
糞尿・悪臭

単位：頭

区分
令和７年度
(1月末時点)

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

 新規登録数（頭） 746 621 651 674 645 653 558
  登録総数（頭） 8,861 8,866 9,117 9,319 9,503 9,497 9,564
  予防注射接種頭数（頭） 7,887 7,982 8,023 8,146 8,329 8,345 8,553
  接種率（％） 89.0 90.0 88.0 87.4 87.6 87.9 89.4
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４ 猫の不妊・去勢手術費補助金交付事業について 

 【 補助金交付実績】  

   

 

 

 

 

 

 

 

  参考： 令和７ 年度に補助金を活用し た町内会 

     ①浦宿町内会（ 21頭）       ②長岡自治会（ 13頭）  

     ③出羽23区幸町自治会（ ３ 頭）   ④香澄町一区町内会（ ２ 頭）  

     ⑤十日町第二町内会（ １ 頭）    ⑥中里町内会（ １ 頭）  

 

 【 ガバメ ント ク ラ ウド フ ァ ンディ ングの実績】  

   ふるさ と 納税の仕組みを利用し 、 財源の確保だけでなく 、 猫の不妊・ 去勢手術費補助

金交付事業を広く 周知し 、適正飼養の普及啓発や動物の愛護に係る精神の高揚を図っ た。 

   実施期間： 令和７ 年８ 月８ 日( 金) から 令和７ 年 11 月５ 日( 水) まで（ 90 日間）  

   目標金額： 2, 000, 000 円 

   寄附金額： 2, 385, 657 円（ 達成率： 119. 2％）  

   寄附件数： 109 件 

    

 

 

 

 

 

 

  〈 参考〉 実績比較 

    

 

 

 

 

 

  

区分
令和７年度
(1月末時点)

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

196件 289件 266件 262件 250件 124件
1,960,000円 2,890,000円 2,660,000円 2,620,000円 2,000,000円 992,000円

150件 176件 176件 186件 119件 79件
750,000円 880,000円 880,000円 930,000円 595,000円 395,000円

346件 465件 442件 448件 369件 203件
2,710,000円 3,770,000円 3,540,000円 3,550,000円 2,595,000円 1,387,000円

不妊手術(メス)

去勢手術(オス)

合計

区分 令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度
目標金額 2,000,000円 2,000,000円 2,000,000円 2,000,000円 1,300,000円 1,000,000円
寄附金額 2,385,657円 1,153,222円 1,457,000円 1,492,000円 1,556,000円 1,132,500円
支援人数 109人 57人 57人 68人 71人 78人
達成率 119.2% 57.6% 72.8% 74.6% 119.6% 113.2%

件数 金額 件数 金額 件数 金額
市内 82人 1,758,657円 46人 1,055,222円 24人 871,000円

市外県内 11人 457,000円 1人 10,000円 9人 89,000円
県外 16人 170,000円 10人 88,000円 24人 497,000円
合計 109人 2,385,657円 57人 1,153,222円 57人 1,457,000円

内訳
令和６年度 令和５年度令和７年度
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５ 地域猫活動団体等支援事業 

  飼い主のいない猫の適正な管理を図るため、 地域猫活動を行う 団体等に対し て当該活動

に必要と なる物品を支給する事業。  

 【 支援対象者】  

  市内で地域猫活動を行う 、  

  ⑴ 市内に存する町内会 

  ⑵ 同一世帯ではない３ 人以上の市民で構成さ れるボラ ンティ ア団体 

 【 支給物品】  

  支給する物品及び量は、  

  ⑴ 猫用の餌  ⑵ 猫用のト イ レ材 

 

 

 

 【 申請状況】  

  ５ 件 

  ・ ひろ ちゃんず： 16頭分    ・ 篭田一丁目町内会： ９ 頭分 

  ・ 十日町第二町内会： ７ 頭分  ・ 銅町自治会： ６ 頭分 

  ・ 中里町内会： ４ 頭分 

 

６ 動物愛護絵画コンテスト開催事業 

  「 動物愛護週間（ ９ 月 20 日( 金) ～26 日( 木) ）」 の行事の一環と し て、 市内の小中学生を

対象に絵画を募集し 、 動物を 描く こ と を 通じ て動物愛護の精神を 育み、 命を大切にする心

を養う こ と を目的と し て「 動物愛護絵画コ ンテスト 」 を実施し た。  

 【 対 象 者 】 市内の小中学校に在籍する生徒 

 【 各 賞 】 最優秀賞（ １ 名）、 優秀賞（ ３ 名）  受賞者には賞状と 記念品を授与 

 【 表 彰 】 動物愛護フ ェ スティ バル会場にて表彰 

 【 作品展示】 全作品 

       ９ 月12日( 金) ～９ 月19日( 金)  大郷コ ミ ュ ニティ センタ ー 

       ９ 月24日( 水) ～10月１ 日( 水)  山形市保健所３ 階展示コ ーナー 

       10月４ 日( 土)  山形県郷土館「 文翔館」（ 動物愛護フ ェ スティ バル）  

 【 応募作品】 182 点（ 小学校： 106 点、 中学校： 76 点）  

       令和６ 年度： 108 点（ 小学校： 46 点、 中学校： 62 点）  

 

 

 

 

 

 

 

頭数 猫用の餌 トイレ材
５頭以下 ３㎏１パック 63ℓ(９袋分)
６頭以上 ３㎏２パック 126ℓ(18袋分)
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７ 畜犬登録台帳等の整理 

 ⑴ 所在不明犬の確認 

   狂犬病予防注射の接種を促すハガキ送付後、 返送のあっ た犬を対象と し て実態を調査

し 、 畜犬登録台帳の整理を行っ た。  

  ア 対象 

    センタ ー管内に登録のある犬のう ち、 狂犬病予防法第５ 条に定める狂犬病予防注射

を促す郵便ハガキを送付後、 あて先不明等で当センタ ーに返送のあっ た全ての犬。  

  イ 調査方法 

    ①電話調査  ②現地調査 

  ウ 調査結果 

   ( ｱ)  １ 回目調査（ 春季返送分 78件）  

     ①犬又は犬の所有者の所在が不明      33件 

     ②飼い犬が死亡し ていた          ４ 件 

     ③他者に譲渡し ていた           ３ 件 

     ④他の管内に転出し ていた         ６ 件 

     ⑤登録事項を変更し た（ 管内転居）      26件 

     ⑥住所変更等はないがはがきが届かなかっ た ４ 件 

     ⑦継続調査中               ２ 件 

   ( ｲ)  ２ 回目調査（ 秋季返送分 37件）  

     ①犬又は犬の所有者の所在が不明      16件 

     ②飼い犬が死亡し ていた          １ 件 

     ③住所を変更し ていた           ２ 件 

     ④他の管内に転出し ていた         ４ 件 

     ⑤登録事項を変更し た（ 管内転居）      11件 

     ⑥継続調査中               ３ 件 

  エ 措置 

   ( ｱ)  １ 回目調査 

     ①死亡届提出による消除 ４ 件 

      ※狂犬病予防法施行令第２ 条第１ 項の規定に基づき犬の登録を消除 

     ②所在不明による消除  14件 

      ※狂犬病予防法施行令第２ 条第２ 項第１ 号の規定に基づき犬の登録を消除 

   ( ｲ)  ２ 回目調査 

     措置は特になし 。  
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 ⑵ 老齢犬の飼育状況調査の実施 

   畜犬登録台帳上、 現存する老齢犬の飼育状況を調査・ 把握し 、 現状と 一致するよう  

  登録原簿の整理を行っ た。  

  ア 対象 

    動物愛護センタ ーが管理し ている畜犬登録台帳上、 令和７ 年４ 月１ 日時点で 25 歳 

   以上の犬 

  イ 調査方法 

    ①電話調査  ②現地調査 

  ウ 調査結果 

   ( ｱ)  １ 回目調査（ 26頭）  

     ①飼い犬が死亡し ていた     16 件 

     ②犬又は犬の所有者の所在が不明 10 件 

   ( ｲ)  ２ 回目調査（ 15 頭）  

     ①飼い犬が死亡し ていた     ７ 件 

     ②犬又は犬の所有者の所在が不明 １ 件 

     ③継続調査中          ７ 件 

  エ 措置 

   ( ｱ)  １ 回目調査 

     ①死亡届の提出 16 件 

      ※狂犬病予防法施行令第２ 条第１ 項の規定に基づき犬の登録を消除 

     ②所在不明   10 件 

      ※狂犬病予防法施行令第２ 条第２ 項第１ 号の規定に基づき犬の登録を消除 

   ( ｲ)  ２ 回目調査 

     ①死亡届の提出  ６ 件 

      ※狂犬病予防法施行令第２ 条第１ 項の規定に基づき犬の登録を消除 

     ②所在不明  １ 件 

      ※狂犬病予防法施行令第２ 条第２ 項第１ 号の規定に基づき犬の登録を消除 

     ③届出提出が困難  １ 件 

      ※狂犬病予防法施行令第２ 条第２ 項第３ 号の規定に基づき犬の登録を消除 

       飼い犬が既に死んでいるが、 死亡届を提出し たく ない者については、 本条項を 

       該当し て消除 

 

８ 愛護に関する取組の状況 

  ・ 譲渡前講習会を月１ 回（ 毎月 12 日） 実施 ※６ ・ 11 月は臨時譲渡前講習会も 実施 

    

 

 

 

 

 

区分
令和７年度
(1月末時点)

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

開催回数（回） 11 12 17 19 22 28 20
 うち臨時開催（回） 2 2 5 8 12 18 不明
受講者数（人） 194 215 152 304 219 184 150
 平均受講者数／回（人） 18 18 9 16 10 7 8
受講世帯数（世帯）※ 120 166 108 189 150 125 123
 平均世帯数／回（世帯） 11 14 6 10 7 4 6
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  ・ 動物愛護フ ェ スティ バルの開催（ 10/4 山形県、 山形県獣医師会と 共催）  

  ・ 動物愛護教室 

   ①はたら く 体験事業 小学校１ 校、 中学校２ 校、 高校２ 校 

   ②探究事業 高校６ 校 

   ③夏の体験ボラ ンティ ア（ 対象： 高校生）  ２ 日間を３ 回実施 

   ④霞城公民館のふれあい事業 

   ⑤動物愛護教室 中学校１ 校  など 

  ・ 犬、 猫の適正飼養チラ シの配布 



山形市動物愛護推進員について 

 

１ 動物愛護推進員及び動物愛護推進協議会とは 

 【 動物愛護推進員】  

   動物の愛護及び管理に関する法律第 38 条に定めら れており 、 山形市長が、 地域におけ

る犬、 猫等の動物の愛護の推進に熱意と 識見を有する者のう ちから 委嘱するも の。  

 【 動物愛護推進協議会】  

   同法第 39 条に定めら れており 、 推進員の委嘱の推進、 推進員の活動に対する支援に関

するこ と 及びその他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関するこ と について、 必

要な協議を行う 。  

 

２ 推進員の活動内容 

  推進員は、 動物の愛護及び管理に関する法律第 38 条第２ 項に掲げる次の活動を行う 。  

 ⑴ 犬、 猫等の動物の愛護と 適正な飼養の重要性について市民の理解を深める活動を行う

こ と 。  

 ⑵ 市民に対し 、 その求めに応じ て、 犬、 猫等の動物がみだり に繁殖するこ と を防止する

ための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をするこ と 。  

 ⑶ 犬、 猫等の動物の所有者等に対し 、 その求めに応じ て、 こ れら の動物に適正な飼養を

受ける機会を与えるために、 譲渡のあっ せんその他の必要な支援をするこ と 。  

 ⑷ 犬、 猫等の動物の愛護と 適正な飼養の推進のために、 山形県又は山形市が行う 施策に

必要な協力をするこ と 。  

 ⑸ 災害時において、 山形県又は山形市が行う 犬、 猫等の動物の避難、 保護等に関する施

策に必要な協力をするこ と 。  

 

３ 山形市動物愛護推進員（ 任期： 令和８ 年１ 月 12 日～令和 10 年１ 月 11 日）  

  阿部 真、 會田 直枝、 阿部 千尋、 井上 明美、 大沼 舞、 志田 ゆみ、 吉村 和子 

                                      計７ 名 

 

４ 令和６年度における推進員の業務活動状況 

項目 犬 猫 

⑴ 動物の愛護と 適正な飼養の助言( 件数)  １  42 

⑵ 繁殖制限に関する必要な助言( 件数)  １  29 

⑶ 譲渡のあっ せん頭数( 頭数)  ８  86 

  （ その他） 車を持たない方への動物病院までの送迎 

 

５ 今後の動き 

  近年、 多頭飼育崩壊やエサやり 問題などへの対応が増加し ており 、 センタ ー業務は多様

化し ている。 こ れら の事案の背景には、 貧困や社会的孤立などの複合的な課題が存在し て

おり 、 多機関と の連携及び協力が不可欠と なっ ている。  

  こ う し た状況を踏まえ、 今後は推進員と の連携を より 一層強化し 、 実効性のある動物愛

護の取組を推進し ていく 。  

資料２ 



令和８年度「山形市動物愛護絵画コンテスト」について 

 

１ 実施内容 

 ⑴ 目 的：動物愛護週間の行事の一環として、市内の小中学校の生徒から絵画を募集し、動

物を描くことを通して、動物愛護精神の高揚や生命尊重の情操のかん養を図る。 

 ⑵ 主 催：山形市 

 ⑶ 対 象 者：市内の小中学校に在籍する生徒 

 ⑷ 対象動物：哺乳類、鳥類、爬虫類（両生類、魚類、昆虫類は対象外） 

 ⑸ 絵の条件：人と対象動物が描かれており、動物愛護に関する絵画 

        ※絵の中に標語のような文字を記入することは不可とする。 

 ⑹ 絵のサイズ：四つ切画用紙（542mm×382mm）を原則横長で使用 

 ⑺ 応募方法：夏休みの宿題の一環として制作し、学校へ提出 

 ⑻ 応募点数：１人１点 

 ⑼ 各 賞：以下の各部門において最優秀賞（１名）、優秀賞（２名）の各賞を授与 

        ①小学校低学年の部 

        ②小学校高学年の部 

        ③中学生の部 

        ※受賞者には賞状と記念品を授与する。 

 ⑽ 表 彰：動物愛護フェスティバル会場にて表彰 

 ⑾ 作品展示：【全作品（予定）】 

         ９月中旬  大郷コミュニティセンター 

         ９月下旬  山形市保健所３階展示コーナー 

         10月上旬   動物愛護フェスティバル会場 

 

２ 選考方法 

 ⑴ 審 査 員：山形市動物愛護推進協議会会長、健康医療部長及び担当課長 

 ⑵ 選考方法：①一次選考 

        ・選考は、美術に関する有識者により実施する。 

        ②二次選考（審査会） 

        ・選考は、審査員により実施する。 

        ・小学校低学年、小学校高学年、中学校の各部門において、最優秀賞（１名）、 

         優秀賞（２名）を選考する。 

 

３ 表彰式 

 ⑴ 日 程：令和８年 10 月〇日（土） 動物愛護フェスティバル 

 ⑵ 会 場：（動物愛護フェスティバル会場） 

資料３ 


